
- 1 - 

令和３年横審第３１号 

裁    決 

漁船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官米倉毅出席のうえ審理し，次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１箇月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年１１月１８日１６時１９分 

 銚子港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ 

  総 ト ン 数 ７.３トン 

  登 録 長 １３.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ４７８キロワット 
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３ 事実の経過 

  Ａは，船体中央やや後方に操舵室を配し，同室右舷側に操縦席があ

り，その左側に舵輪に代わる操舵リモコン，前方に左舷側から方向探

知機，レーダー，ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を，右舷側に機関

遠隔操縦装置をそれぞれ備えたはえ縄漁業に従事するＦＲＰ製漁船で，

ａ受審人ほか１人が乗り組み，操業の目的で，船首０.２５メートル

船尾１.５０メートルの喫水をもって，令和２年１１月１８日００時

１５分銚子港を発し，茨城県鹿島港北東方沖合の漁場に向かった。 

  ａ受審人は，漁場に向かう途中で餌釣りを行い，０５時３０分漁場

に到着して操業を行ったのち，銚子港で水揚げする予定で，１４時３０

分犬吠埼灯台から０１５度（真方位，以下同じ。）２０.０海里の地

点を発進し，直ちに針路を千葉県犬吠埼に向く１９５度に定めて自動

操舵とし，機関を回転数毎分１,０００にかけ，１０.０ノットの速力

（対地速力，以下同じ。）で進行した。 

  ａ受審人は，ＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させ，操縦席に

腰掛けた姿勢で操船に当たり，１５時３０分頃銚子港で水揚げする船

が多かったので，銚子港には寄港せずに直接千葉県勝浦東部漁港に向

かうこととし，陸岸から１海里くらいまで接近したところで南方に針

路を変えるつもりで続航した。 

ａ受審人は，１６時０７分犬吠埼灯台から０１３.５度３.７２海里

に達したとき，海上が平穏のうえ，周囲に他船を見掛けなかった安心

感から，気が緩んで眠気を催したが，昼間なので居眠りに陥ることは

ないものと思い，立ち上がって体を動かすなど，居眠り運航の防止措

置を十分にとることなく進行した。 

  こうして，ａ受審人は，同じ姿勢で操船を続けていつしか居眠りに

陥り，１６時１０分犬吠埼灯台から０１３.５度３.２３海里の転針予
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定地点に至ったものの，転針できずに銚子港の東防波堤に向首する態

勢となって続航し，１６時１９分僅か前船首至近の同防波堤に気付い

て左舵一杯としたものの，及ばず，１６時１９分犬吠埼灯台から０１２

度１.７２海里の地点において，Ａは，船首が１６８度を向いたとき，

原速力のまま，銚子港の東防波堤の消波ブロックに乗り揚げた。 

  当時，天候は晴れで風力３の南風が吹き，潮候はほぼ高潮時にあた

り視界は良好であった。 

  乗揚の結果，船首船底部外板に破口を生じ，後に廃船処理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は，銚子港東方沖合において，勝浦東部漁港に向けて航行中，

居眠り運航の防止措置が不十分で，銚子港の東防波堤に向首する態勢と

なって進行したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は，銚子港東方沖合において，操舵室右舷側の操縦席に腰掛

けた姿勢で操船に当たって勝浦東部漁港に向けて航行中，海上が平穏の

うえ，周囲に他船を見掛けなかった安心感から，気が緩んで眠気を催し

た場合，居眠りに陥ることのないよう，立ち上がって体を動かすなど，

居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし，同

人は，昼間なので居眠りに陥ることはないものと思い，居眠り運航の防

止措置を十分にとらなかった職務上の過失により，同じ姿勢を続けてい

つしか居眠りに陥り，銚子港の東防波堤に向首する態勢となって進行し

て同防波堤の消波ブロックへの乗揚を招き，船体に損傷を生じさせるに

至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１箇

月停止する。 
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 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月３０日 

     横浜地方海難審判所 

             審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


